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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第89期

前第２四半期
連結累計期間

第90期
当第２四半期
連結累計期間

第89期

会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

営業収益　 （百万円）
5,646

（2,848）　

6,058

（2,800）　
12,921

純営業収益 （百万円） 5,506 5,957 12,667

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △721　 △48　 70

四半期（当期）純損失（△） （百万円）
△769

（△389）　

△305

（△341）　
△122

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △1,512 △271 △970

純資産額 （百万円） 31,987 32,054 32,555

総資産額 （百万円） 71,823 69,023 69,929

１株当たり四半期（当期）

純損失（△）
（円）

△8.80

（△4.46）　

△3.49

（△3.89）　
△1.40

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 44.4 46.2 46.3

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,209 1,819 △3,183

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △151 790 △449

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △5,263 1,758 △4,267

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 17,392 23,053 17,703

（注）１　（　）内は第２四半期連結会計期間（３ヵ月）の数値であります。

　２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

　３　営業収益及び純営業収益には、消費税等は含まれておりません。

　４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、１株当たり四半期（当期）純損失を計上しているため記

載しておりません。

　５　第89期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

　

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な

変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」について重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

　

(1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災や福島第一原子力発電所の事

故の影響より停滞した生産活動の持ち直しや消費者マインドの改善などから景気回復過程にあるものの、円高進行に

加え、欧州債務問題への懸念などから予断を許さない状況が続いています。

このような環境下、国内株式市場においては、東日本大震災の影響による企業業績の下振れ懸念や海外経済指標の

悪化を受け、株価が軟調に推移する場面もありましたが、徐々に落ち着きを取り戻し、日経平均株価は７月８日に

10,207円91銭の震災後の高値を付けました。その後は、欧州債務問題や米国債務上限引き上げ問題等を受けて大幅な

調整を余儀なくされ、９月末の日経平均株価は8,700円29銭で取引を終了しました。

その他、当社が注力している中国・香港株式市場では、中国企業の好決算を背景に主要株価指数であるハンセン指

数が４月８日に年初来高値24,468.64ポイントまで上昇しました。しかし、中国国内のインフレ高止まりや景気減速を

嫌気して軟調に転じ、ハンセン指数は９月26日には年初来安値16,999.54ポイントまで下落し、９月末は17,592.41ポ

イントで取引を終了しました。

このような状況のもと、当社グループは外国債券や投資信託の販売、当社グループの特色である中国株への取り組

みを強化することにより投資信託の口座数及び預り資産残高の増加を推し進めるとともにコスト削減に努めました

が、当第２四半期連結累計期間の当社グループの営業収益は60億58百万円（前年同四半期比107.2％）、経常損失は48

百万円（前年同四半期の経常損失は７億21百万円）、四半期純損失は３億５百万円（前年同四半期の四半期純損失は

７億69百万円）となりました。

なお、主な内訳は以下のとおりであります。
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①　受入手数料

期別 区分
株券

（百万円）
債券

（百万円）
受益証券
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

委託手数料 1,909 1 7 － 1,918

引受け・売出し・特定投資家

向け売付け勧誘等の手数料
0 14 － － 15

募集・売出し・特定投資家向

け売付け勧誘等の取扱手数料
4 0 867 － 872

その他の受入手数料 89 4 969 136 1,199

計 2,004 20 1,844 136 4,005

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

委託手数料 1,599 0 9 － 1,609

引受け・売出し・特定投資家

向け売付け勧誘等の手数料
2 3 － － 6

募集・売出し・特定投資家向

け売付け勧誘等の取扱手数料
－ 2 1,339 － 1,341

その他の受入手数料 76 2 857 107 1,044

計 1,678 9 2,206 107 4,001

　

受入手数料の合計は40億１百万円(前年同四半期比99.8％)になりました。科目別の概況は以下のとおりであり

ます。

　

(委託手数料)

当第２四半期連結累計期間の東証の一・二部の１日平均売買代金は１兆3,505億円(前年同四半期比93.5％)に

なりました。当社の国内株式委託売買代金は4,651億円(前年同四半期比83.0％)、外国株式委託売買代金は545億

円(前年同四半期比80.8％)になりました。その結果、当社グループの株式委託手数料は15億99百万円(前年同四半

期比83.7％)に減少しました。

　

(引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料)

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は社債の引受高の減少により６百万円(前年同四半期

比39.5％)になりました。

　

(募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料)

主に証券投資信託の販売手数料で構成される募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は株

式投資信託の募集金額が588億円(前年同四半期比156.4％)に増加したため13億41百万円(前年同四半期比

153.8％)になりました。

　

(その他の受入手数料)

証券投資信託の代行手数料が中心のその他の受入手数料は株式投資信託の預り資産の平均残高が2,315億円

（前年同四半期比93.3％）に減少したため、10億44百万円(前年同四半期比87.0％)になりました。
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②　トレーディング損益

区分

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

実現損益
（百万円）

評価損益
（百万円）

計
（百万円）

実現損益
（百万円）

評価損益
（百万円）

計
（百万円）

株券等 △5 5 △0 92 △46 46

債券等 890 28 919 946 △2 943

その他 524 3 527 885 0 885

計 1,408 37 1,446 1,924 △49 1,875

　

トレーディング損益は株券等が46百万円(前年同四半期は０百万円の損失)、債券等が９億43百万円(前年同四

半期比102.6％)、その他が８億85百万円(前年同四半期比167.9％)で合計18億75百万円(前年同四半期比129.6％)

になりました。

　　

③　金融収支

金融収益は信用取引貸付金の平均残高が127億円（前年同四半期比64.3％）に減少したため１億77百万円(前

年同四半期比68.8％)になりました。また、金融費用は信用取引借入金の平均残高が60億円（前年同四半期比

48.0％）に減少したため、１億１百万円(前年同四半期比72.3％)になりました。この結果、差引金融収支は76百万

円(前年同四半期比64.8％)になりました。

　　

④　販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は経費削減に努めた結果、取引関係費が９億28百万円(前年同四半期比94.2％)、人件費が

31億11百万円(前年同四半期比101.2％)、不動産関係費が９億55百万円(前年同四半期比97.0％)、事務費が６億91

百万円(前年同四半期比89.6％)、減価償却費が３億99百万円(前年同四半期比91.7％)、租税公課が59百万円(前年

同四半期比94.9％)、その他が85百万円(前年同四半期比76.5％)となり合計で62億31百万円(前年同四半期比

96.9％)になりました。

　　　

⑤　営業外損益

営業外収益は２億32百万円(前年同四半期比111.9％)、営業外費用は６百万円(前年同四半期比58.9％)で差引

損益は２億25百万円(前年同四半期比114.9％)になりました。

　　

⑥　特別損益

特別利益は退職給付制度改定益１億19百万円、投資有価証券売却益25百万円及び金融商品取引責任準備金戻入

17百万円等により１億63百万円(前年同四半期比84.3％)、特別損失は投資有価証券評価損３億77百万円等により

３億81百万円(前年同四半期比221.8％)で差引損益は２億17百万円の損失(前年同四半期の特別損益は21百万円

の利益)になりました。

　　

(2）財政状態の分析

①　資産

資産合計は690億23百万円と前連結会計年度末に比べ９億５百万円の減少になりました。主な要因は、現金・預

金が40億52百万円増加したものの、信用取引貸付金が24億14百万円、短期差入保証金が８億円、立替金が６億36百

万円、顧客分別金信託が５億84百万円及び投資有価証券が２億88百万円減少したことによるものであります。

　　

②　負債

負債合計は369億69百万円と前連結会計年度末に比べ４億４百万円の減少になりました。主な要因は、短期借入

金が20億円増加したものの、信用取引借入金が14億68百万円、信用取引貸証券受入金が５億42百万円及び顧客か

らの預り金が４億21百万円減少したことによるものであります。
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③　純資産

純資産合計は320億54百万円と前連結会計年度末に比べ５億１百万円の減少になりました。主な要因は、利益剰

余金が５億83百万円減少したことによるものであります。

　　

(3）キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は230億53百万円と前年同四半期末に比

べ56億61百万円の増加になりました。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは18億19百万円の収入となり、前年同四半期に比べ40億28百万円の増加にな

りました。主な理由は、顧客分別金信託の増減額が前年同四半期比９億５百万円、信用取引負債の増減額が前年同四

半期比５億55百万円減少したものの、信用取引資産の増減額が前年同四半期比29億73百万円、立替金及び預り金の

増減額が前年同四半期比22億10百万円増加したことによるものであります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは７億90百万円の収入となり、前年同四半期に比べ９億42百万円の増加にな

りました。主な理由は、定期預金の払戻による収入が前年同四半期比４億19百万円減少したことによりキャッシュ

・フローが減少したものの、定期預金の預入による支出が前年同四半期比14億61百万円減少したことによりキャッ

シュ・フローが増加したことによるものであります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは17億58百万円の収入となり、前年同四半期に比べ70億22百万円の増加にな

りました。主な理由は、短期借入金の純増減額が前年同四半期比70億円増加したことによるものであります。

　　

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

　　

(5）研究開発活動

該当事項はありません。

　

(6）従業員数

著しい増減はありません。　

　

(7）生産、受注及び販売の実績

著しい変動はありません。　

　

(8）主要な設備

著しい変更はありません。　

　

(9）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループの中核事業が金融商品取引業であることから、営業収益は国内外の金融商品取引市場の変動に大き

く影響を受けます。このため、当社グループの経営成績は金融商品取引市場の環境により大きく変動する可能性が

あります。

また、当社グループの四半期連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づ

き作成しております。当社グループは、特に以下の重要な会計方針が、当社グループの四半期連結財務諸表の作成に

おいて使用される当社グループの重要な判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。

　　

①　貸倒引当金

当社グループは、顧客との取引により発生する債権等の回収不能見込額について、貸倒引当金を計上しており

ます。債務者の財政状態が悪化し、その支払能力が低下した場合は、追加引当が必要となる可能性があります。な

お、当第２四半期連結会計期間末の貸倒引当金計上額は３億82百万円であります。
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②　有価証券の減損

当社グループは、長期的な取引関係の維持のため、また、ベンチャー企業へ投資し、将来のキャピタルゲインの

獲得等のために、他社発行の株式を保有しております。これらの株式には価格変動性が高い公開株式と株価の決

定が困難である非公開株式があります。当社グループは、投資価値の下落が一時的ではないと判断した場合、所定

のルールに従い、有価証券の減損を計上しております。なお、当第２四半期連結累計期間は、保有株式の時価の下

落等の理由により４億15百万円の減損を計上しました。

　　

③　繰延税金資産

当社グループは、繰延税金資産について、将来の課税所得及び実現性の高い税務計画を検討し、回収が確実であ

ると認められる金額について計上しております。また、計上した繰延税金資産に係る課税所得の全部または一部

について将来の減算効果が認められないと判断した場合には、繰延税金資産の取崩しを行い法人税等調整額を計

上しております。なお、当第２四半期連結会計期間末においては繰延税金資産を19百万円計上しております。

　　

④　年金給付費用

従業員退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。これらの

前提条件には、割引率、将来の報酬水準、退職率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率及び年金資産の長

期収益率などが含まれます。当社の年金制度においては、割引率は連結会計年度末における長期国債の利回りに

より算出しております。期待運用収益率は、年金資産が投資されている資産の期待運用収益率に基づいて計算さ

れます。実際の結果が前提条件と異なる場合、その影響は数理計算上の差異として蓄積され、将来にわたって規則

的に認識されるため、将来期間において認識される損益及び計上される債務に影響を及ぼします。なお、当第２四

半期連結累計期間において退職給付費用を２億84百万円、退職給付引当金を２億12百万円計上しております。

　　

当社グループの営業収益は、中核事業が金融商品取引業であることから国内外の金融商品取引市場の変動に大き

く影響受けるため、不安定な状況にあります。そのため、現在、投資信託や外国債券の販売に注力することにより預

り資産残高を増やし、ストックからの安定的収益が確保できるよう収益構造の改革に取り組んでおります。

　　

(10）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資金状況は、信用取引資産、顧客分別金信託の減少等により営業活動によるキャッシュ・フロー

は18億19百万円の収入となり、定期預金の払戻、預入等により投資活動によるキャッシュ・フローは７億90百万円

の収入、短期借入金の増加等により財務活動によるキャッシュ・フローは17億58百万円の収入となりました。 

以上の結果、当社グループの現金及び現金同等物の四半期末残高は前年同四半期に比べ56億61百万円増加し230

億53百万円となり、十分に流動性が確保されております。

また、不測の事態に備えるため、当社は取引銀行10行と当座貸越契約、取引銀行６行からなる協調融資団と貸出コ

ミットメント契約を締結しており、連結子会社（東洋証券亜洲有限公司）は取引銀行１行と当座貸越契約を締結し

ており、緊急時対応についてもコンティンジェンシープランを策定し、全社的な緊急時対応体制を構築しておりま

す。

　

(11）経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、金融商品取引業者としての責務のほか、上場企業として企業活動における意思決定と

企業情報開示各々について、その迅速化と透明性を高めるためコーポレート・ガバナンスの充実や一層のアカウン

タビリティー（説明責任）の徹底に努めてまいります。

また、収益力及びコンプライアンス体制・内部統制の確立を重要課題と位置付けております。具体的には、投資信

託を中心とした募集営業の強化により、預り資産の一層の増大を図るとともに、インターネット取引にも積極的に

取り組み収益力の強化を図ります。また、社員教育を充実させること、事務フローの簡素化・事務マニュアルの整備

等によりコンプライアンス体制の強化を図るとともに、権限と責任を明確にし、内部牽制機能を強化することによ

り内部統制の確立を図ってまいります。

　

　

なお、「第２　事業の状況」に記載の消費税等の課税取引については、消費税等を含んでおりません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 316,000,000

計 316,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成23年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年11月11日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 91,355,253 91,355,253

東京証券取引所

市場第一部

大阪証券取引所

市場第一部

単元株式数は1,000株であり

ます。

計 91,355,253 91,355,253－ －

（注）提出日現在の発行数には、平成23年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は、含まれておりません。
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（2）【新株予約権等の状況】

 当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成23年７月28日　
新株予約権の数(個) 664
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は1,000株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株)
664,000

(新株予約権１個につき1,000株)(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
行使により交付を受けることができる
株式１株につき１円

新株予約権の行使期間
　平成23年７月30日～
平成53年７月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　発行価格 112
　

　　資本組入額 56
　

新株予約権の行使の条件 (注)２
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項 ―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)３

（注）１　平成23年７月29日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、

株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合には、新株予約権１個当たりの目的である株式の数

（以下、「付与株式数」という。）を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数については、これ

を切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割(または株式併合)の比率

　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力

発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金

または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合

で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主

総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

　また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて

付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うこ

とができる。

２　新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内

（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。

その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところに

よる。

３　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。）、株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につ

き吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割

がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力

を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存

する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株

予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨

を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定め

ることを条件とする。
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①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記

③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株当たり１円とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使

することができる期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定

する。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

⑧　新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨　新株予約権の取得条項

当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役

会決議）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

（イ）　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（ロ）　当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案

（ハ）　当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

（二）　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する

ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（ホ）　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社

の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取

得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

　

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

　

（4）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（5）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成23年７月１日～

平成23年９月30日　
－ 91,355,253 － 13,494 － 9,650
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（6）【大株主の状況】

　 平成23年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ＪＢＩＳホールディング

ス
東京都江東区福住２丁目５－４ 6,860 7.50

住友生命保険相互会社

（常任代理人　日本トラスティ・

サービス信託銀行株式会社）

東京都中央区築地７丁目18－24

（東京都中央区晴海１丁目８－11）
5,449 5.96

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 4,105 4.49

株式会社広島銀行

（常任代理人　資産管理サービス

信託銀行株式会社）

広島県広島市中区紙屋町１丁目３－８

（東京都中央区晴海１丁目８－12）
3,120 3.41

水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋２丁目３－10 3,074 3.36

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11－３ 2,296 2.51

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（常任代理人　日本マスタートラ

スト信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１丁目４－５

（東京都港区浜松町２丁目11－３）
1,558 1.70

東洋証券従業員持株会 東京都中央区八丁堀４丁目７－１ 1,472 1.61

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２－１ 1,300 1.42

第一生命保険株式会社

（常任代理人　資産管理サービス

信託銀行株式会社）

東京都千代田区有楽町１丁目13－１

（東京都中央区晴海１丁目８－12）
1,003 1.09

計 － 30,237 33.09

（注）１　当社は自己株式3,881,560株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.24％）を所有しておりますが、当

社は当該株式について議決権を有しないため、上記には記載しておりません。

２　住友生命保険相互会社から平成17年８月12日付で近畿財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書に

より、平成17年７月31日現在で6,078千株（株式保有割合6.65％）の株式を所有している旨の報告を受けてお

りますが、当社として当第２四半期会計期間末現在の実質所有株式数の確認のできない部分については上記表

には含めておりません。
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（7）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　3,881,000
－

権利内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 　86,823,000 86,823 同上

単元未満株式 普通株式    　651,253 － １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数            91,355,253 － －

総株主の議決権 － 86,823 －

（注）「単元未満株式数」には、当社所有の自己株式560株が含まれております。

　

②【自己株式等】

　 平成23年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

東洋証券株式会社

東京都中央区八丁堀

４丁目７番１号
3,881,000 － 3,881,000 4.24

計 － 3,881,000 － 3,881,000 4.24

（注） 株主名簿上、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権１個）あります。な

お、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。

　

２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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３【業務の状況】

(1）受入手数料の内訳

期別 区分
株券

（百万円）
債券

（百万円）
受益証券
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

前第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

委託手数料 1,668 1 7 － 1,677

引受け・売出し・特定投資家

向け売付け勧誘等の手数料
0 14 － － 15

募集・売出し・特定投資家向

け売付け勧誘等の取扱手数料
4 0 867 － 872

その他の受入手数料 89 4 969 113 1,176

計 1,763 20 1,844 113 3,741

当第２四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

委託手数料 1,421 0 9 － 1,431

引受け・売出し・特定投資家

向け売付け勧誘等の手数料
2 3 － － 6

募集・売出し・特定投資家向

け売付け勧誘等の取扱手数料
－ 2 1,339 － 1,341

その他の受入手数料 76 2 857 90 1,027

計 1,500 9 2,206 90 3,806

　

(2）トレーディング損益の内訳

区分

前第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

実現損益
（百万円）

評価損益
（百万円）

計
（百万円）

実現損益
（百万円）

評価損益
（百万円）

計
（百万円）

株券等 △5 5 0 92 △46 46

債券等 890 28 919 946 △2 943

その他 524 3 527 885 0 885

計 1,409 37 1,446 1,924 △49 1,875
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(3）自己資本規制比率

区分
前第２四半期会計期間末
（平成22年９月30日）

当第２四半期会計期間末
（平成23年９月30日）

基本的項目（百万円） 　 (A) 31,438 31,601

補完的項目

その他有価証券評価差額金

（評価益）等（百万円）
 86 124

金融商品取引責任準備金等

（百万円）
 158 140

一般貸倒引当金（百万円） 　 32 5

計（百万円） (B) 276 271

控除資産（百万円） 　 (C) 9,623 9,020

固定化されていない

自己資本（百万円）
(A)＋(B)－(C)(D) 22,091 22,852

リスク相当額

市場リスク相当額（百万円） 　 758 645

取引先リスク相当額

（百万円）
　 554 395

基礎的リスク相当額

（百万円）
　 2,990 2,925

計（百万円） (E) 4,303 3,966

自己資本規制比率（％） (D)／(E)×100　 513.3 576.1

（注）市場リスク相当額の月末平均額は前第２四半期累計期間850百万円、当第２四半期累計期間996百万円、月末最大

額は前第２四半期累計期間988百万円、当第２四半期累計期間1,231百万円、取引先リスク相当額の月末平均額は前

第２四半期累計期間598百万円、当第２四半期累計期間447百万円、月末最大額は前第２四半期累計期間625百万円、

当第２四半期累計期間482百万円であります。

　

(4）有価証券の売買等業務の状況

①　株券（先物取引を除く）

期別
受託 自己 合計

株数
（千株）

金額
（百万円）

株数
（千株）

金額
（百万円）

株数
（千株）

金額
（百万円）

前第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

2,969,164627,492215,523130,7113,184,688758,204

当第２四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

2,615,605519,704100,04172,2102,715,646591,914

　

②　債券（先物取引を除く）

期別 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円）
前第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

333 20,508 20,841

当第２四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

247 33,739 33,986
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③　受益証券

期別 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円）
前第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

6,017 793 6,811

当第２四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

5,193 2,008 7,201

　

④　株式先物取引等

期別
先物取引 オプション取引 合計

（百万円）受託（百万円） 自己（百万円） 受託（百万円） 自己（百万円）
前第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

264 489,374 3,952 1,450,1821,943,773

当第２四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

141 410,746 3,714 2,353,9952,768,596

　

⑤　債券先物取引等

期別
先物取引 オプション取引 合計

（百万円）受託（百万円） 自己（百万円） 受託（百万円） 自己（百万円）
前第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

－ 26,134,424 － 260,54726,394,971

当第２四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

－ 24,415,271 － 272,48424,687,755

　

(5）有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱

い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い状況

（注）１　引受高には、特定投資家向け売付け勧誘等の総額を含みます。

２　募集・売出しの取扱高には、売出高、特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高及び私募の取扱高を含みま

す。

①　株券

期別 引受高（百万円） 募集・売出しの取扱高（百万円）
前第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

－ 234

当第２四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

25 16
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②　債券

期別 区分 引受高（百万円） 募集・売出しの取扱高（百万円）

前第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

国債 26 26

地方債 3,690 260

特殊債 － －

社債 3,935 3,635

外国債券 － 17,852

合計 7,651 21,773

当第２四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

国債 4,156 156

地方債 2,760 330

特殊債 － －

社債 1,445 1,145

外国債券 － 19,110

合計 8,361 20,741

　

③　受益証券

期別 引受高（百万円） 募集・売出しの取扱高（百万円）
前第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

－ 187,878

当第２四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

－ 235,929
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）並びに同規則第61条及び第82条の規定に基づき、「金融商品取

引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」

（昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第83条の３により、四半期連結会計期間に係る四半期連結損益及び包括利益計算書

を作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平

成23年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金・預金 ※1
 21,094

※1
 25,146

預託金 16,212 15,627

顧客分別金信託 16,035 15,451

その他の預託金 176 176

トレーディング商品 ※1
 2,352

※1
 2,806

商品有価証券等 2,260 2,776

デリバティブ取引 91 30

約定見返勘定 6 －

信用取引資産 14,160 11,623

信用取引貸付金 13,347 10,932

信用取引借証券担保金 813 690

立替金 1,227 591

短期差入保証金 2,402 1,602

短期貸付金 32 35

未収収益 637 480

その他の商品 813 771

その他の流動資産 438 216

貸倒引当金 △10 △5

流動資産計 59,366 58,896

固定資産

有形固定資産 ※1
 1,678

※1
 1,635

建物（純額） 510 496

器具備品(純額) 402 385

土地 754 746

リース資産（純額） 10 8

無形固定資産 1,658 1,608

ソフトウエア 1,547 1,496

その他 110 112

投資その他の資産 7,225 6,881

投資有価証券 ※1
 4,755

※1
 4,467

その他の関係会社有価証券 159 148

長期差入保証金 2,057 2,030

繰延税金資産 12 0

その他 623 611

貸倒引当金 △382 △377

固定資産計 10,562 10,126

資産合計 69,929 69,023
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品 91 39

デリバティブ取引 91 39

約定見返勘定 － 10

信用取引負債 7,967 5,956

信用取引借入金 ※1
 6,156

※1
 4,687

信用取引貸証券受入金 1,810 1,268

預り金 13,550 14,008

顧客からの預り金 12,457 12,036

募集等受入金 12 57

その他の預り金 1,080 1,914

受入保証金 3,113 2,744

短期借入金 ※1
 10,230

※1
 12,230

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 300

※1
 300

リース債務 6 6

未払法人税等 118 64

繰延税金負債 64 69

賞与引当金 361 310

その他の流動負債 642 467

流動負債計 36,447 36,207

固定負債

リース債務 12 8

繰延税金負債 6 0

退職給付引当金 271 212

役員退職慰労引当金 4 4

資産除去債務 176 180

その他の固定負債 297 214

固定負債計 767 621

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 ※2
 158

※2
 140

特別法上の準備金計 158 140

負債合計 37,373 36,969
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 13,494 13,494

資本剰余金 9,650 9,650

利益剰余金 11,641 11,058

自己株式 △1,141 △1,104

株主資本合計 33,645 33,098

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △225 △66

為替換算調整勘定 △977 △1,103

その他の包括利益累計額合計 △1,203 △1,169

新株予約権 113 124

純資産合計 32,555 32,054

負債・純資産合計 69,929 69,023
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（2）【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

営業収益

受入手数料 4,005 4,001

委託手数料 1,918 1,609

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

15 6

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

872 1,341

その他の受入手数料 1,199 1,044

トレーディング損益 1,446 1,875

金融収益 258 177

その他の営業収益 △63 3

営業収益計 5,646 6,058

金融費用 139 101

純営業収益 5,506 5,957

販売費・一般管理費

取引関係費 985 928

人件費 ※1
 3,074

※1
 3,111

不動産関係費 983 955

事務費 771 691

減価償却費 435 399

租税公課 62 59

その他 111 85

販売費・一般管理費計 6,424 6,231

営業損失（△） △917 △274

営業外収益

受取家賃 80 81

投資有価証券配当金 75 96

その他 51 53

営業外収益計 207 232

営業外費用

固定資産除却損 6 1

売買差損金 0 0

その他 3 4

営業外費用計 11 6

経常損失（△） △721 △48
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 － 1

投資有価証券売却益 8 25

投資有価証券割当益 65 －

退職給付制度改定益 － 119

金融商品取引責任準備金戻入 102 17

貸倒引当金戻入額 17 －

特別利益計 193 163

特別損失

固定資産売却損 － 3

投資有価証券評価損 60 377

ゴルフ会員権評価損 － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 111 －

特別損失計 171 381

税金等調整前四半期純損失（△） △699 △266

法人税、住民税及び事業税 47 45

法人税等調整額 22 △6

法人税等合計 69 39

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △769 △305

四半期純損失（△） △769 △305

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △769 △305

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △562 159

為替換算調整勘定 △181 △125

その他の包括利益合計 △743 34

四半期包括利益 △1,512 △271

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,512 △271

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

営業収益

受入手数料 1,914 1,867

委託手数料 779 767

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

10 1

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

530 608

その他の受入手数料 594 490

トレーディング損益 782 808

金融収益 125 86

その他の営業収益 26 37

営業収益計 2,848 2,800

金融費用 67 51

純営業収益 2,781 2,749

販売費・一般管理費

取引関係費 493 478

人件費 1,528 1,549

不動産関係費 490 484

事務費 386 347

減価償却費 218 199

租税公課 27 29

その他 53 40

販売費・一般管理費計 3,198 3,128

営業損失（△） △417 △379

営業外収益

受取家賃 40 40

投資有価証券配当金 4 6

その他 28 32

営業外収益計 73 79

営業外費用

固定資産除却損 5 0

売買差損金 0 0

その他 0 2

営業外費用計 6 4

経常損失（△） △350 △303
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（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 － 1

投資有価証券売却益 － 25

貸倒引当金戻入額 18 －

特別利益計 18 26

特別損失

固定資産売却損 － 3

投資有価証券評価損 13 30

ゴルフ会員権評価損 － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 20 －

特別損失計 34 35

税金等調整前四半期純損失（△） △366 △311

法人税、住民税及び事業税 25 29

法人税等調整額 △1 0

法人税等合計 23 29

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △389 △341

四半期純損失（△） △389 △341

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △389 △341

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △175 △94

為替換算調整勘定 △88 △80

その他の包括利益合計 △263 △174

四半期包括利益 △653 △515

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △653 △515

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △699 △266

減価償却費 435 399

のれん償却額 9 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17 △9

賞与引当金の増減額（△は減少） △60 △51

退職給付引当金の増減額（△は減少） 80 △58

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6 －

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △102 △17

投資有価証券評価損益（△は益） 60 377

ゴルフ会員権評価損 － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 111 －

有形固定資産売却損益（△は益） － 1

固定資産除却損 6 1

投資有価証券売却損益（△は益） △8 △25

受取利息及び受取配当金 △109 △130

支払利息 58 57

為替差損益（△は益） △532 △891

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 1,429 524

トレーディング商品の増減額 △142 △506

信用取引資産の増減額（△は増加） △437 2,536

信用取引負債の増減額（△は減少） △1,455 △2,010

立替金及び預り金の増減額 △1,058 1,151

営業貸付金の増減額（△は増加） 12 △3

その他の商品の増減額(△は増加) 110 54

その他 100 681

小計 △2,213 1,815

利息及び配当金の受取額 107 130

利息の支払額 △59 △57

法人税等の支払額 △44 △69

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,209 1,819
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,142 △1,681

定期預金の払戻による収入 3,185 2,766

投資有価証券の取得による支出 △28 △40

投資有価証券の売却による収入 143 125

関係会社株式の取得による支出 △24 △0

有形及び無形固定資産の取得による支出 △289 △403

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 9

貸付金の回収による収入 0 －

その他の収入 4 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △151 790

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △5,000 2,000

自己株式の純増減額（△は増加） 1 20

配当金の支払額 △262 △262

その他 △3 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,263 1,758

現金及び現金同等物に係る換算差額 642 982

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,981 5,350

現金及び現金同等物の期首残高 24,373 17,703

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 17,392

※1
 23,053
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間（自　平成23年７月１日　至　平成23年９月30日）

該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

当第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

　該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

（退職給付引当金）　

  当社は、適格退職年金制度を採用しておりましたが、確定拠出年金法の施行に伴い、平成23年４月１日に確定給付

年金制度及び確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針

第１号）を適用しております。

　本移行により、特別利益として１億19百万円を計上しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成23年９月30日）

※１(1）担保に供されている資産 ※１(1）担保に供されている資産

預金 3,820百万円

有形固定資産 677

投資有価証券 4,007

計 8,504

預金 3,820百万円

有形固定資産 663

投資有価証券 3,651

計 8,135

(2）担保資産の対象となる債務 (2）担保資産の対象となる債務

信用取引借入金 6,156百万円

短期借入金 6,130

１年内返済予定の長期借入金 300

計 12,586

信用取引借入金 4,687百万円

短期借入金 5,130

１年内返済予定の長期借入金 300

計 10,117

　上記のほか、以下のものを差し入れております。な

お、金額は時価によっております。

　上記のほか、以下のものを差し入れております。な

お、金額は時価によっております。

・有価証券を差し入れた場合等

①　短期借入金等の債務の担保として、信用取引受

入保証金代用有価証券2,176百万円、信用取引の

自己融資見返株券1,994百万円、信用取引借入金

の本担保証券6,302百万円。

・有価証券を差し入れた場合等

①　短期借入金等の債務の担保として、信用取引受

入保証金代用有価証券2,084百万円、信用取引の

自己融資見返株券836百万円、信用取引借入金の

本担保証券4,829百万円。

②　信用取引貸証券1,924百万円。 ②　信用取引貸証券1,343百万円。

③　金融商品取引所への長期差入保証金の代用有

価証券として、投資有価証券14百万円。

③　金融商品取引所への長期差入保証金の代用有

価証券として、投資有価証券12百万円。

④　顧客分別金信託として、トレーディング商品５

百万円。

④　顧客分別金信託として、トレーディング商品５

百万円。

⑤　証券金融会社からの借証券の担保として、投資

有価証券７百万円、信用取引の自己融資見返株

券31百万円。

⑤　証券金融会社からの借証券の担保として、投資

有価証券６百万円、信用取引の自己融資見返株

券26百万円。

⑥　日本証券クリアリング機構等への取引証拠金

の代用有価証券として、投資有価証券58百万円、

信用取引の自己融資見返株券130百万円。

⑥　金融商品取引所の清算機関への取引証拠金の

代用有価証券として、投資有価証券67百万円、信

用取引の自己融資見返株券57百万円。

⑦　金融商品取引所の清算機関への代用有価証券

として信用取引の自己融資見返株券71百万円。

⑦　金融商品取引所の清算機関への清算預託金の

代用有価証券として、信用取引の自己融資見返

株券83百万円。

・有価証券の差し入れを受けた場合等

①　信用取引貸付金の本担保証券12,217百万円。

・有価証券の差し入れを受けた場合等

①　信用取引貸付金の本担保証券9,388百万円。

②　信用取引借証券831百万円。 ②　信用取引借証券711百万円。

③　先物取引受入証拠金代用有価証券５百万円。 ③　先物取引受入証拠金代用有価証券４百万円。

④　信用取引受入保証金代用有価証券16,118百万

円。

④　信用取引受入保証金代用有価証券14,104百万

円。

※２　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、以

下のとおりであります。

金融商品取引責任準備金

………金融商品取引法第46条の５

※２　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、以

下のとおりであります。

金融商品取引責任準備金

………金融商品取引法第46条の５
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（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

※１　人件費には、賞与引当金繰入額240百万円が含まれて

おります。

※１　人件費には、賞与引当金繰入額298百万円が含まれて

おります。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　（平成22年９月30日現在）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　（平成23年９月30日現在）

現金・預金

（四半期連結貸借対照表計上額）
20,804百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等
△3,411

現金及び現金同等物 17,392

現金・預金

（四半期連結貸借対照表計上額）
25,146百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等
△2,093

現金及び現金同等物 23,053
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（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月19日

取締役会
普通株式 262 3 平成22年３月31日平成22年５月26日利益剰余金

　

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

３　株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月18日

取締役会
普通株式 262 3 平成23年３月31日平成23年５月26日利益剰余金

　

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

３　株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　当社グループの報告セグメントは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、セグメン

ト情報の記載を省略しております。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

　当社グループの報告セグメントは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、セグメン

ト情報の記載を省略しております。

　

EDINET提出書類

東洋証券株式会社(E03768)

四半期報告書

30/41



　

（金融商品関係）

前連結会計年度末（平成23年３月31日）

　平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）を参照し

て下さい）。

　
連結貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1）現金・預金 21,094 21,094 －

(2）顧客分別金信託 16,035 16,035 －

(3）商品有価証券等 2,260 2,260 －

(4）信用取引貸付金 13,347 13,347 －

(5）投資有価証券 4,158 4,158 －

資産計 56,896 56,896 －

(1）信用取引借入金 6,156 6,156 －

(2）顧客からの預り金 12,457 12,457 －

(3）短期借入金 10,230 10,230 －

負債計 28,843 28,843 －

（※）デリバティブ取引は、（デリバティブ取引関係）の注記を参照して下さい。

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1）現金・預金

預金はすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっており

ます。

(2）顧客分別金信託

顧客分別金信託については、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(3）商品有価証券等、(5）投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格、債券は外部機関から提示された価格、投資信託は公表され

ている基準価格によっております。

(4）信用取引貸付金

信用取引貸付金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似し

ていることから当該帳簿価額によっております。

負債

(1）信用取引借入金

信用取引借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似し

ていることから当該帳簿価額によっております。

(2）顧客からの預り金

顧客からの預り金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額に

よっております。

(3）短期借入金

短期借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似してい

ることから当該帳簿価額によっております。

EDINET提出書類

東洋証券株式会社(E03768)

四半期報告書

31/41



（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）

①　非上場株式 493

②　投資事業有限責任組合等への出資 103

合計 597

（※）非上場株式及び投資事業有限責任組合等への出資については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから「(5）投資有価証券」には含めておりません。
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当第２四半期連結会計期間末（平成23年９月30日）

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価

を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません（（注２）を参照して下さい）。

　
四半期連結

貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1）現金・預金 25,146 25,146 －

(2）顧客分別金信託 15,451 15,451 －

(3）商品有価証券等 2,776 2,776 －

(4）信用取引貸付金 10,932 10,932 －

(5）投資有価証券 3,938 3,938 －

資産計 58,245 58,245 －

(1）信用取引借入金 4,687 4,687 －

(2）顧客からの預り金 12,036 12,036 －

(3）短期借入金 12,230 12,230 －

負債計 28,954 28,954 －

（※）デリバティブ取引は、（デリバティブ取引関係）の注記を参照して下さい。

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1）現金・預金

預金はすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっており

ます。

(2）顧客分別金信託

顧客分別金信託については、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(3）商品有価証券等、(5）投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格、債券は外部機関から提示された価格、投資信託は公表され

ている基準価格によっております。

(4）信用取引貸付金

信用取引貸付金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似し

ていることから当該帳簿価額によっております。

負債

(1）信用取引借入金

信用取引借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似し

ていることから当該帳簿価額によっております。

(2）顧客からの預り金

顧客からの預り金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額に

よっております。

(3）短期借入金

短期借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似してい

ることから当該帳簿価額によっております。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 四半期連結貸借対照表計上額（百万円）

①　非上場株式 426

②　投資事業有限責任組合等への出資 102

合計 529

（※）非上場株式及び投資事業有限責任組合等への出資については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから「(5）投資有価証券」には含めておりません。 
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（有価証券関係）

前連結会計年度末（平成23年３月31日）

　１　満期保有目的の債券

　該当事項はありません。

　

２　その他有価証券

種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの
　 　 　

流動資産に属するもの 　 　 　

株式 20 200 179

固定資産に属するもの 　 　 　

株式 1,005 1,509 504

小計 1,025 1,710 684

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの
　 　 　

流動資産に属するもの 　 　 　

株式 12 10 △2

固定資産に属するもの 　 　 　

株式 3,490 2,648 △841

小計 3,502 2,659 △843

合計 4,528 4,369 △159

（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度は45百万円の減損処理を行って

おります。
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当第２四半期連結会計期間末（平成23年９月30日）

　１　満期保有目的の債券

　　該当事項はありません。

　

２　その他有価証券

種類
取得原価
（百万円）

四半期連結貸借対照表
計上額
（百万円）

差額
（百万円）

四半期連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
　 　 　

流動資産に属するもの 　 　 　

株式 20 212 192

固定資産に属するもの 　 　 　

株式 1,038 1,411 373

小計 1,059 1,624 565

四半期連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
　 　 　

流動資産に属するもの 　 　 　

株式 12 10 △2

固定資産に属するもの 　 　 　

株式 3,083 2,526 △557

小計 3,096 2,536 △559

合計 4,155 4,161 5

（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当第２四半期連結累計期間は369百万円の減損

処理を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度末（平成23年３月31日）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1）株式関連

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市

場

取

引　

株価指数オプション取引 　 　 　 　

売建 　 　 　 　

コール 53 － 64 △10

プット 144 － 27 116

買建　 　 　 　 　

コール　 55 － 66 10

プット　 86 － 22 △63

合計 － － － 52

（注）　時価等の算定方法

株価指数オプション取引…連結貸借対照表日の株価指数オプション取引清算値段

　

(2）通貨関連

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市

場

取

引

以

外

の

取

引

為替予約取引 　 　 　 　

売建 　 　 　 　

米ドル 184 － 186 △2

オーストラリアドル 78 － 79 △1

香港ドル 391 － 392 △1

ユーロ 0 － 0 △0

タイバーツ 2 － 2 0

買建 　 　 　 　

米ドル 50 － 50 0

オーストラリアドル 40 － 42 1

香港ドル 337 － 344 7

タイバーツ 4 － 4 0

合計 － － － 3

（注）　時価等の算定方法

為替予約取引…連結貸借対照表日の先物為替相場
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当第２四半期連結会計期間末（平成23年９月30日）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1）株式関連

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市

場

取

引

株価指数オプション取引 　 　 　 　

売建 　 　 　 　

コール 27 － 26 1

プット 24 － 12 11

買建 　 　 　 　

コール 17 － 17 0

プット 16 － 8 △7

合計 － － － 5

（注）　時価等の算定方法

株価指数オプション取引…四半期連結貸借対照表日の株価指数オプション取引清算値段

　

(2）通貨関連

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市

場

取

引

以

外

の

取

引

為替予約取引 　 　 　 　

売建 　 　 　 　

米ドル 202 － 203 △0

オーストラリアドル 97 － 97 △0

香港ドル 146 － 144 1

ユーロ 0 － 0 △0

買建 　 　 　 　

米ドル 51 － 51 0

オーストラリアドル 68 － 69 1

香港ドル 119 － 120 0

タイバーツ 0 － 0 △0

ブラジルレアル 3 － 4 0

合計 － － － 3

（注）　時価等の算定方法

為替予約取引…四半期連結貸借対照表日の先物為替相場
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（企業結合等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成23年７月１日　至　平成23年９月30日）

　該当事項はありません。　

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり四半期純損失（△） △8円80銭 △3円49銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純損失（△）（百万円） △769 △305

普通株式に係る四半期純損失（△）（百万円） △769 △305

普通株式の期中平均株式数（株） 87,354,464 87,412,450

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－　 －

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失を計上しているため記載してお

りません。

　

（重要な後発事象）

当第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

　　該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

　 

EDINET提出書類

東洋証券株式会社(E03768)

四半期報告書

40/41



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成23年11月11日

東洋証券株式会社

取締役会　御中
 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小　澤　陽　一　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 奥　村　始　史　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東洋証券株式会社の

平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成23年７月１日から平成　23年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記につ

いて四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務

諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成

し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東洋証券株式会社及び連結子会社の平成23年９月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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